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他
の
当
該
命
令
に
係
る
電
子
機
器
の
機
能
を
損
な
う
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。

第
五
十
四
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行

為
を
し
た
者
は
」
に
、
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た

者
」
に
改
め
る
。

　
　

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十

四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
懲
役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る

部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為

に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告
　
　
　
示

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
五
号

平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
一
号
（
私
立
学
校
法
第
二

十
六
条
に
よ
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る
収
益
事
業
の
種

類
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
千
百
五
十
六
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

目

次

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
二
号

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
」

に
、
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五
項
」
に
、

「
告
示
」
を
「
公
告
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
公
告
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
広
く
都

民
に
周
知
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
十
一
条
の
改
正
規
定
（
「
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
「
第
十
九
条

第
二
項
」
に
、
「
第
六
十
四
条
第
四
項
」
を
「
第
百
五
十
二
条
第
五

項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
七
十
三
号

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
（
ま
き
餌
釣
り
を
除
く
。
）
」
を

削
る
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
通
信
の
妨
害
そ
の

規
　
　
　
則

○
私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学
行
政
課
）…	

一

○
東
京
都
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…	
一

告
　
　
　
示

○
平
成
二
十
一
年
東
京
都
告
示
第
五
百
十
一
号
（
私
立
学
校

　

法
第
二
十
六
条
に
よ
る
学
校
法
人
の
行
う
こ
と
の
で
き
る

　

収
益
事
業
の
種
類
）
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
私
学
部
私
学
行
政
課
）…	

一

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定
の
失
効
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
健
康
安
全
部
薬
務
課
）…	

一

規
　
　
　
程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
の
一
部
を

　

改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

三

公
　
　
　
告

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出
…
…

　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…	

四

規
　
　
　
則

私
立
学
校
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二　

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
一
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三　

失
効
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
十
六
日

四　

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

【別表】 
 化学名 通称名 

（１） Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－フルオロフ

ェニル）メチル］－５－ニトロ－１Ｈ－ベンゾ

［ｄ］イミダゾール－１－イル｝エタン－１－ア

ミン及びその塩類 

Ｆｌｕｎｉｔａｚｅｎｅ、 

Ｆｌｕｏｎｉｔａｚｅｎｅ 

（２） Ｎ，Ｎ－ジエチル－２－｛２－［（４－メトキシフ

ェニル）メチル］－１Ｈ－ベンゾ［ｄ］イミダゾ

ール－１－イル｝エタン－１－アミン及びその塩

類 

Ｍｅｔｏｄｅｓｎｉｔａｚｅｎｅ、 

Ｍｅｔａｚｅｎｅ 

（３） １－（ベンゾ［ｄ］［１，３］ジオキソール－５－

イル）－４－メチル－２－（ピロリジン－１－イ

ル）ペンタン－１－オン及びその塩類 

ＭＤ－ＰｉＨＰ、 

ＭＤ－ＰＨｉＰ 

（４） Ｎ－（１－アミノ－３，３－ジメチル－１－オキ

ソブタン－２－イル）－５－ブロモ－１－ペンチ

ル－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキシアミド

及びその塩類 

ＡＤＢ－５’Ｂｒ－ＰＩＮＡＣＡ 
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ト	　

点
呼
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
を
録
音
及
び
録
画
（
電
話
そ

の
他
の
方
法
に
よ
り
点
呼
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
録
音
の

み
）
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か
つ
、
そ
の

記
録
を
九
十
日
間
保
存
す
る
こ
と
。

◎

チ	　

ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
を
用
い
て
運
転
者
の
酒
気
帯
び
の
有
無
に
つ

い
て
確
認
を
行
う
と
き
は
、
当
該
確
認
に
係
る
呼
気
の
検
査
を
行
っ

て
い
る
状
況
の
写
真
（
当
該
運
転
者
を
識
別
で
き
る
も
の
に
限

る
。
）
を
撮
影
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
媒
体
に
記
録
し
、
か

つ
、
そ
の
記
録
を
九
十
日
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
状
況

を
前
項
の
規
定
に
よ
り
録
画
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

◎

別
表
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五	　

業
務
記
録
に
関
す

る
こ
と
。

　

乗
務
員
ご
と
に
、
業
務
記
録
を
作
成
さ
せ
、

か
つ
、
そ
の
記
録
を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
貸
切
自
動
車
に
つ
い
て
は
三
年
間

保
存
す
る
こ
と
。

○

○

別
表
六
の
部
イ
の
項
及
び
ロ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ	　

運
行
記
録
計
（
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。
）
に
よ
る
記
録
が
で
き
な
い
車
両
を
運
行
に
使
用
し
な
い
こ

と
。

◎

ロ	　

運
行
記
録
計
を
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
記
録
を
電
磁

的
記
録
と
し
て
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

◎

別
表
九
の
項
中
「
一
年
間
」
を
「
三
年
間
」
に
改
め
、
同
表
十
六
の
項
中
「
所
」
の
下
に
「
等
の
見

や
す
い
場
所
」
を
加
え
、
同
表
二
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二	

十
四　

貸
切
自
動
車

の
運
送
引
受
書
に
関

す
る
こ
と
。

　

運
送
引
受
書
の
写
し
を
運
送
の
終
了
の
日

か
ら
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

◎

規
　
　
　
程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
五
十
五
号

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

東
京
都
交
通
局
長　

久　

我　

英　

男

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
事
業
用
自
動
車
運
行
管
理
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
交
通
局
規
程
第
二
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

別
表
四
の
部
ヘ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ヘ	　

乗
務
員
ご
と
に
、
点
呼
を
行
つ
た
旨
並
び
に
報
告
、
確
認
及
び
指

示
の
内
容
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
録
し
、
か
つ
、
そ
の
記
録

を
一
年
間
保
存
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
貸
切
自
動
車
に
つ
い
て
は
電

磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ

て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ

て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

　

⑴　

点
呼
を
行
つ
た
者
及
び
点
呼
を
受
け
た
乗
務
員
の
氏
名

　

⑵	　

乗
務
す
る
バ
ス
の
登
録
番
号
そ
の
他
当
該
バ
ス
を
識
別
で
き
る

表
示

　

⑶　

点
呼
の
日
時

　

⑷　

点
呼
の
方
法

　
　

ア　

ア
ル
コ
ー
ル
検
知
器
の
使
用
の
有
無

　
　

イ　

対
面
で
な
い
場
合
は
具
体
的
方
法

　

⑸　

酒
気
帯
び
の
有
無
（
中
間
点
呼
を
除
く
。
）

　

⑹　

そ
の
他
必
要
な
事
項

○

○

別
表
四
の
部
ヘ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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令
和
六
年
十
月
二
十
八
日

　
　

附　

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
着
工
の
届
出

に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
）
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
武
鉄
道
東
上

本
線
（
大
山
駅
付
近
）
連
続
立
体
交
差
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
着
工
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。令

和
六
年
十
一
月
十
五
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

一　

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
東
京
都

東
京
都
知
事　

小
池　

百
合
子

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
武
鉄
道
株
式
会
社

取
締
役
社
長　

都
筑　

豊

墨
田
区
押
上
二
丁
目
十
八
番
十
二
号

二　

対
象
事
業
の
名
称

東
武
鉄
道
東
上
本
線
（
大
山
駅
付
近
）
連
続
立
体
交
差
事
業　

三　

工
事
着
手
の
予
定
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

四　

工
事
完
了
の
予
定
年
月
日

令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日

五　

届
出
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


